
原 材 料 支 給 （ 重 機 等 貸 出 し も 含 む ） の 流 れ

「松阪市農業農村整備支援用原材料等支給申請書」

に必要事項を記入の上、市役所４階農村整備課、各地

区市民センターに申請

申請団体及び工事箇所の調査の

上、交付手続きを行う

申請団体に

「支給決定通知書」及び「原材料発注書」

を交付

申請団体から、支給決定通知書に

記載されている発注指定業者に、

「納入場所、納入時期」を連絡

(申請団体) 

工事着手 

施 工 

納入時に、資材と引き換えに「原材

料発注書」を、業者に提出

申請団体は、「完成写真」、「工事完了

報告書」を農村整備課又は地区市民

センターに提出


